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研究成果の概要（和文）： 本研究は、児童養護施設で生活する子どもに対する学習支援と主体的な進路選択を
体系的に捉え、学習支援から離脱する子どもを包摂する複線的自立の条件を明らかにすることを目的に行った。
それと同時に学習支援のプログラム評価を行った。第一に、施設で生活する中学生・高校生の調査を行い、子ど
もの主体的な進路選択の形成過程を職員の援助実践、外部講師による学習支援の実践と合わせて分析した。第二
に、子どもの進路選択に対する学習支援の効果およびプログラム評価を行った。以上により、児童養護施設で生
活する子どもに対する複線的自立支援体系を検討した。

研究成果の概要（英文）：The purpose of this study was to systematically grasp learning support and 
career choice for children living in a children's home, and to clarify the conditions of 
independence to include children leaving learning support. At the same time, we evaluated the 
program for learning support. First, we surveyed junior high school students and high school 
students who live in children’s home, and analyzed the process of the course selection of the child
 together with the practice of the staff and the practice of learning support by the outside 
lecturer. Second, we evaluated the effects of learning support on children's career choice and 
program evaluation. As mentioned above, the independence support system for the children's home was 
examined.
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研究成果の学術的意義や社会的意義
　本研究の意義は、１）児童養護施設から自立生活の移行過程の分析による将来の社会的排除のリスク予防およ
び、２）体系的な自立援助実践および政策の検討にあると考えられる。
　本研究の成果は、児童養護施設だけではなく社会的な援助機関と連動した形で子どもたちのリスク予防を示し
ている。研究成果を児童養護施設、政府機関・地方自治体や子どもの支援に関わるNPO等にはたらきかけると同
時に政策提言という形で還元していくことが今後の課題として挙げられる。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
子ども時代に社会福祉の介入がある児童養護施設の子どもについて、自立生活が安定せず、社

会的排除や貧困の再生産がみられるのはなぜか。子ども時代における直接的な介入の一つの方
法として、先行研究では学習支援の重要性が指摘されており、制度化もされている。児童養護施
設に対しては、2009 年 4 月から中学生に対する学習塾費の支給が行われている。また、自治体
によっては、単独事業として大学生等による学習支援ボランティアを行っている。研究代表者は
これまで、施設での生活経験のある子どもや当事者（以下、当事者）の施設退所後の貧困や社会
的排除のリスクを予防するための制度および実践について長期的なフィールドワークをもとに
分析を行ってきた（谷口：2011 ほか）。施設での生活において社会的包摂および進学をステップ
とした自立支援の基軸として学習支援が行われているが、学習支援は子どもの主体的な進路選
択と自立に有効に機能しているのだろうか。 
 
２．研究の目的 
本研究の目的は、児童養護施設の子どもに対する学習支援と主体的な進路選択を体系的に捉

え、学習支援から離脱する子どもを包摂する複線的自立の条件を明らかにすることにある。それ
と同時に学習支援のプログラム評価を行う。第一に、施設で生活する中学生・高校生の縦断調査
を行い、子どもの主体的な進路選択の形成過程を職員の援助実践、外部講師（学習塾や大学生な
ど）による学習支援の実践と合わせて分析する。第二に、子どもの進路選択に対する学習支援の
効果およびプログラム評価を行う。以上により、児童養護施設で生活する子どもに対する複線的
自立支援体系を検討する。 
本研究の結果から明らかにされる要点は、次の３点である。 

１）子どもが学習支援から離脱する要因 
 施設で生活する子どもにとって、学習支援は単に学力を保障するものにとどまらず、施設職員
ではない大人、ロールモデルとの出会いの場でもある。学習支援から離脱する要因を解明するこ
とで継続した関係構築および学力が向上するための条件を明らかにする。 
２）学校教育に包摂されない子どもの複線的自立 
 学習支援から離脱し、さらに学校教育にも包摂されない子どもは、もっとも社会的排除のリス
クがある層である。これらの子どもが職業選択を視野に入れ、施設入所中から退所後まで継続す
る複線的自立の形態を社会的援助体系とともに明らかにする。 
３）学習支援の効果およびプログラム評価 
 学習支援と子どもの進路選択の関係を明らかにするためプログラムの効果を検討する。さら
に実践知を体系化させるため、学習支援プログラムの評価を行う。 
 
３．研究の方法 
 本研究では、３つの研究方法から児童養護施設で生活する子どもに対する複線的自立体系に
アプローチする。 
【研究１】施設と学習支援に関する先行研究レビュー 
【研究２】学習支援からの離脱と複線的自立条件の分析 
調査対象者：学習支援の継続者および離脱者 
研究方法：当事者へのインタビュー調査、施設職員・援助者の援助実践の分析 

【研究３】学習支援の効果およびプログラム評価 
研究方法：施設職員および学習支援の外部講師（塾、大学生など）・機関への調査と分析 

 
４．研究成果 
 本研究から得られた知見は、次のとおりである。 
（１）先行研究のレビュー 
 社会的養護と措置解除後の自立生活に関わるオープンデータの分析を行った。併せて、児童養
護施設の援助実践とアフターケアに関する先行調査・研究をもとに行うことで、子どもの自立生
活への移行過程に伴う実践的および制度的課題を明らかにした。 
 
（２）学習支援からの離脱と複線的自立条件の研究結果 
施設で学習支援を受けている子どもおよび施設職員・支援者への継続的なインタビュー調査

を行った。また、子どもの進路に関して、施設職員へのインタビュー調査を行うことで子どもの
生活状況と進路志向を合わせて検討した。その結果、施設入所直後における学習支援による介入
については、学力向上の効果がとりわけみられることが明らかになった。その一方で、学習支援
自体が子どもの主体性をもとにした実践であり、事業自体はすべての児童を対象としながらも
学習に関心のない児童は参加しない、あるいは早期に離脱する傾向にあった。こうした児童への
主体的な進路選択と就職支援は、中学 3年・高校 3年といった卒業年度に学校と連動した形で行
われていた。就職先にとらわれない幅広い形での自立支援や退所後の他機関と協同した支援ネ
ットワークの構築といった複線的自立について、退所を見据えた複合的な早期介入が課題とな
っていることが考察された。 
個別施設の調査と併せて、児童養護施設全体の進学・就職に関する進路調査（中学 3年生、高

校 3年生が対象）の分析を行った。全施設の進学傾向を都道府県および地域における特徴と差異



を分析し、とりわけ大学進学については、東京都をはじめ都市部に偏在していることを明らかに
した。 
 
（３）学習支援の効果およびプログラム評価の研究結果 
 調査からは、学習支援そのものによる学力向上効果も一定程度見られるが、施設での生活にお
ける発達保障、とりわけ学習環境が整えられることによる生活支援が進路選択のきっかけにな
るといった効果がみられた。一方で、主体的進路選択の観点からみると、学習支援そのものが直
結しているとは言い難く、就職・進学にとらわれない複線的自立支援の構築が課題である。 
 
（４）本研究の意義と今後の課題 
 本研究の意義は、次の２点にあると考えられる。 
１）児童養護施設から自立生活の移行過程の分析による将来の社会的排除のリスク予防 
 本研究は、子ども時代に早期介入がある施設で生活する子どもの自立の形成条件を社会的援
助体系とともに連続的に分析していることから、将来の社会的排除のリスク予防を検討すると
いう意味においても現在の社会福制度を検討するという意味においても実践的かつ政策的な意
義がある。 
２）体系的な自立援助実践および政策の検討 
本研究における自立支援の検討は、児童養護施設だけではなく社会的な援助機関と連動して

いる。今後の課題として、研究成果を児童養護施設、政府機関・地方自治体や子どもの支援に関
わる NPO 等にはたらきかけると同時に政策提言という形で還元していくことが挙げられる。 
 
以上。 
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